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計画策定に当たって 

 

第１章 

 

 

 

１ 計画策定の趣旨 

男女共同参画社会基本法においては、男女共同参画社会を「男女が、社会の対等な構成

員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保さ

れ、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

かつ、共に責任を担うべき社会」と定義し、このような男女共同参画社会の実現は、21

世紀の日本における最重要課題として位置づけています。 

近年では、共働きや単身、ひとり親世帯の増加などの家族形態の変化、個人の価値観や

ライフスタイルの多様化など社会情勢が大きく変化したことから、男女共同参画を進める

上でもより広い分野で、よりきめ細かな施策が求められるようになりました。 

本市では、2012 年（平成 24 年）に男女共同参画社会の実現に向け、総合的かつ計

画的に取り組むため、10年計画である「あま市男女共同参画プラン」を策定し、男女共

同参画に関する施策の推進に努めてきました。 

これまでの取組により、男女共同参画社会の実現に対する意識改善は進んでいますが、

依然として固定的性別役割分担意識が根強く残っている状況もあります。また、マタニテ

ィ・ハラスメントや性的少数者（LGBT 等）※の性的指向や性別違和など、新たな分野へ

の取組が求められており、従来の施策に加え、様々な施策を推進しなければならない状況

です。 

「あま市男女共同参画プラン」の策定から、５年が経過することから、計画の実績等を

基に本市の特徴を捉え、課題に的確に対応し時代に即した男女共同参画に関する施策を計

画的に推進するため、見直しを行っていくものです。  

 
  

※性的少数者（ＬＧＢＴ等）・・・ＬＧＢＴ（レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル（両性愛）、ト

ランスジェンダー（心と体の性が一致しない人））や、自分を男女どちらとも思わないＸジェンダ

ー、誰にも性的感情が向かないアセクシュアルなどを含みます。 
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２ 計画策定の背景 

（１）世界の動き ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

世界では、国際連合が提唱した 1975 年（昭和 50 年）の「国際婦人年」に開催され

た国際婦人年世界会議（メキシコ会議）における世界行動計画の採択をはじめ、1976

年（昭和 51年）から始まる「国連婦人の 10 年」に続く様々な取組が行われてきました。

1979 年（昭和 54 年）には、国連総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に

関する条約」（女子差別撤廃条約）を採択し、日本も 1985年（昭和 60年）に批准しま

した。 

1995年（平成 7年）に開かれた第 4回世界女性会議では「北京宣言及び行動綱領」

を採択、12の重大問題領域が明記され、2012年（平成 24年）の第 56回国連婦人の

地位委員会においては「自然災害におけるジェンダー平等と女性のエンパワーメント※」

の決議案が採択されました。 

 

 

（２）日本の動き ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

① 国内行動計画の策定 

国際社会における男女平等の実現に向けた取組を受け、国は 1977 年（昭和 52 年）

に最初の「国内行動計画」、10 年後の 1987 年（昭和 62 年）に「西暦 2000 年に向

けての新国内行動計画」、1996年（平成８年）に「男女共同参画 2000 年プラン」、2005

年（平成 17年）に「男女共同参画基本計画（第 2次）」、2010年（平成 22年）に「第

3次男女共同参画基本計画」を策定し、様々な取組を進めてきました。 

2015 年（平成 27 年）12 月には、「第４次男女共同参画基本計画」が閣議決定され

「男性中心型労働慣行等の変革と女性の活躍」を男女ともに暮らしやすい社会を実現する

ために特に必要な要素として掲げ、更に踏み込んだポジティブ・アクションの実行等を通

じて積極的な女性採用、登用を進めることとしています。 
  

※エンパワーメント・・・女性一人ひとりが自分自身を尊重し、自己決定力や仕事の能力、経済力を

つけ意思決定の場に参画するなど、あらゆる場面で社会を変革する力をつけていくことをいいます。 
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② 男女共同参画を推進する法整備の動き 

1985年（昭和 60 年）の「女子差別撤廃条約」批准に当たり、「男女雇用機会均等法」

の施行や「労働基準法」の改正、「育児・介護休業法」などの法整備を進め、1999年（平

成 11年）には「男女共同参画社会基本法」が成立、男女共同参画社会づくりは 21世紀

の最重要課題と位置づけられました。 

また、急速な少子高齢化の進展、ライフスタイルの多様化、その他の社会経済情勢の変

化に対応していくためには、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進する必

要があることから、2015年（平成 27年）、官民一体となって支援を行っていくための

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）が施行されまし

た。 

 

 

③ 女性に対する暴力の根絶に向けた法整備の動き 

2000 年（平成 12 年）に、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」（ストーカー

規制法）、2001年（平成 13年）には「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関

する法律」（ＤＶ防止法）が公布・施行されるなど、女性に対する暴力の防止に向けた各

種の法整備が進められました。特に、ＤＶ防止法は、2004年（平成 16年）、2008年

（平成 20年）、2014年（平成 26年）に一部改正を重ね、保護命令の対象範囲の拡大

や配偶者暴力相談支援センター機能の整備及び基本計画の策定が、市町村の努力義務とし

て盛り込まれるなど、被害者の安全確保と自立支援に向けて充実を図っています。 

 

 

④ 男女共同参画と少子化対策の鍵となる“ワーク・ライフ・バランス”の取組 

これまでの働き方を見直して仕事と生活の両立を図り、男女共同参画と少子化対策を推

進することが重要であるとの認識に立ち、2007 年（平成 19 年）に「仕事と生活の調

和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」

が策定されました。2010 年（平成 22 年）には、ワーク・ライフ・バランスの実現に

向けて、政労使トップによる新たな合意が形成されています。 
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第４次男女共同参画基本計画において改めて強調している視点 

 

 

＜あらゆる分野における女性の活躍＞ 

（１）女性の活躍推進のためにも男性の働き方・暮らし方の見直しが欠かせないことから、男性

中心型労働慣行等を変革し、職場、地域、家庭等あらゆる場面における施策を充実させる。 

 

（２）あらゆる分野において女性の参画が拡大することは、社会の多様性と活力を高め我が国経

済が力強く発展していく観点や、男女間の実質的な機会の平等を担保する観点から極めて

重要であることから、女性活躍推進法の着実な施行とともに、更に踏み込んだポジティブ・

アクションの実行等を通じた積極的な女性採用・登用のための取組や、将来指導的地位へ

成長していく人材の層を厚くするための取組を進める。 

 

＜安全・安心な暮らしの実現＞ 

（３）非正規雇用労働者やひとり親等、生活上の困難に陥りやすい女性が増加している中で、公

正な処遇が図られた多様な働き方の普及等、働き方の二極化に伴う諸問題への対応を進め

るとともに、困難な状況に置かれている女性の実情に応じたきめ細かな支援を行うことに

より、女性が安心して暮らせるための環境整備を進める。 

 

（４）女性に対する暴力をめぐる状況の多様化に対応しつつ、女性に対するあらゆる暴力の根絶

に向けて取組を強化する。 

 

＜男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備＞ 

（５）東日本大震災等の経験と教訓を踏まえ、防災・復興施策への男女共同参画の視点の導入を

進めるとともに、防災・復興における女性の参画とリーダーシップの重要性について、国

内外に発信する。 

 

（６）国際的な潮流を踏まえつつ、国際的な規範・基準の尊重等に努めるとともに、国際社会へ

の積極的な貢献の推進により、男女共同参画に関して国際社会における我が国の存在感及

び評価を高める。 

 

＜推進体制の整備・強化＞ 

（７）地域の実情・特性を踏まえた主体的な取組が全国各地で展開されるよう、地域における推

進体制を強化する。 
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（３）愛知県の動き ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

愛知県では、1989 年（平成元年）に女性行動計画「あいち女性プラン」を策定し、

女性の自立や社会参画を促進するための基本的な施策を明らかにしました。1996年（平

成８年）には愛知県女性総合センター「ウィルあいち」を開館し、1997 年（平成９年）

には「あいち女性プラン」を改定した「あいち男女共同参画 2000 年プラン」を策定し

ました。その後、国の「男女共同参画基本計画」を受けて、2001 年（平成 13 年）に

「あいち男女共同参画プラン 21」を策定するなど、男女共同参画社会を目指し様々な施

策を推進してきました。 

 

また、2002 年（平成 14 年）には、県、県民、事業者の取組の基本的な方向を明ら

かにした「愛知県男女共同参画推進条例」が施行され、2006 年（平成 18 年）には、

国の「男女共同参画基本計画（第 2 次）」を受けて、「あいち男女共同参画プラン２１」

を改定し、「女性のチャレンジ支援」及び「新たな取組を必要とする分野への男女共同参

画の推進」を基本的課題として新たに設定するなどしています。 

2011 年（平成 23 年）には、「あいち男女共同参画プラン 2011-2015」が策定さ

れ、2015年（平成 27年）には、国の「第 4次男女共同参画基本計画」に合わせて「あ

いち男女共同参画プラン 2020」が策定されました。 

 

さらに、ＤＶについては、2004年（平成 16年）のＤＶ防止法の一部改正において、

国の基本方針に即してＤＶ被害者の支援に係る基本計画を策定することや、ＤＶ被害者の

自立支援が都道府県の責務であることが明確にされたことに基づいて、愛知県では2005

年（平成 1７年）に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画」が策定されました。

その後、200８年（平成 20年）に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（２

次）」、2013 年（平成 25 年）に「配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画（3

次）」が策定され、ＤＶの現状等を勘案し、市町村における支援体制充実に向けた働きか

け、若年層への教育・啓発、被害者の心のケア、子どもに対する支援の４項目の取組を強

化するとともに、ＤＶを未然に防ぎ、ＤＶの被害者や子どもたちが、安心して安全に暮ら

せる社会を目指した施策を実施しています。 
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（４）あま市の取組 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

2012 年（平成 24 年）に策定された「第１次あま市総合計画」では、施策の大綱の

一つとして『お互いの人権を尊重する共助のまちをつくる』ことを目指し、具体的な取組

として『男女共同参画をすすめる』ことが明記されました。 

そこで、同年に「あま市男女共同参画推進条例」を制定し、男女共同参画社会の実現に

向けた基本的な考え方を示し、この条例に基づき、あま市における施策を具体的に推進し

ていくために「あま市男女共同参画プラン」を策定しました。毎年計画の実施状況を「あ

ま市男女共同参画審議会」に報告し、ホームページにて公開しています。 

また、ＤＶについては、2009 年（平成 21 年）のＤＶ防止法の一部改正において、

基本計画策定が市町村の努力義務とされ、さらに、「あま市男女共同参画推進条例」の中

には、性別による権利侵害の禁止が明記されています。これらのことを踏まえて、本計画

の「基本目標６ 暴力の根絶のための基盤づくり」の中に包含する形で「あま市配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画（あま市ＤＶ防止基本計画）」を位置

づけ、暴力根絶のための施策を推進しています。 
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３ 計画の性格 

○ 本計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条に基づく「市町村男女共同参画計画」で

あり、本市における男女共同参画社会の実現を促進する施策についての基本計画です。 

また、あま市男女共同参画推進条例第９条に基づく基本計画です。 

○ 本計画は、「第１次あま市総合計画」に示す方向性に基づいて、他の関連計画との整

合性及び連携を図っています。 

○ 本計画は、国の「第 4 次男女共同参画基本計画」及び県の「あいち男女共同参画プ

ラン 2020」を勘案しながら、市の特性や現状を踏まえて策定しています。 

○ 本計画の基本目標 3「あらゆる分野での男女共同参画の推進」に係る施策（５項～８

項）を「女性活躍推進法」第６条第２項に規定する「市町村推進計画」に位置づけます。 

○ 本計画の基本目標 6「暴力の根絶のための基盤づくり」に係る施策（16項～18項）

を「ＤＶ防止法」第２条の３第３項に規定する「市町村基本計画」に位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●あま市人権尊重のまちづくり行動計画 

●あま市子ども・子育て支援事業計画 

●あま市高齢者福祉計画・介護保険 

事業計画 

●あま市障がい者計画及び障がい福祉

計画 

●あま市健康づくり計画 

（あま活き生きプラン） 

等  

 

【主な関連計画】 

整合 

・ 

連携 

男女共同参画社会基本法 

あ
ま
市
男
女
共
同
参
画
プ
ラ
ン
（
改
訂
版
） 

国 

愛知県 

 

第４次男女共同 

参画基本計画 

あいち男女共同参画 

プラン 2020 

整合 

 
第１次あま市総合計画（H24～33 年度） 

あま市男女共同参画推進条例 

配偶者からの暴力の防止

及び被害者の保護等に 

関する法律（ＤＶ防止法） 

愛知県男女共同 

参画推進条例 

女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する 

法律（女性活躍推進法） 

配偶者からの暴力の防

止及び被害者支援基本 

計画（３次） 
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４ 計画の期間 

この計画は、2012年（平成 24年）度を初年度とする「あま市男女共同参画プラン」

の改訂版であり、2017 年（平成 29年）度から 2021年（平成 33年）度までを計画

期間とします。 

図 計画期間 

 
 

平成 

24 年度 

平成 

25 年度 

平成 

26 年度 

平成 

27 年度 

平成 

28 年度 

平成 

29 年度 

平成 

30 年度 

平成 

31 年度 

平成 

32 年度 

平成 

33 年度 

          

 

 

５ 改訂の主な内容 

この計画の改訂に際し、「基本理念」「基本目標」については、前計画を継承するととも

に、市民意識調査における各項目の達成状況から、施策の実質的効果を把握するための指

標（数値目標）を一部見直しました。 

また、基本方針に「性的少数者、複合的に困難な状況に置かれている人々への支援」を

新設するとともに、女性活躍推進法に基づき策定した「あま市女性活躍推進計画」を盛込

んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 あま市男女共同参画プラン（改訂版） 

見直し 

 

あま市男女共同参画プラン 
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計画の基本的な考え方 

 

 

 

第２章 

 

 

 

１ 基本理念 

あま市においては、あま市男女共同参画推進条例の５つの理念を基本に置き、人権が尊

重され、女性も男性も自らの個性を発揮しながら、生き生きと充実した生活を送ることが

できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）男女の人権の尊重 
男女が互いの人権を尊重し、あらゆる分野において性別による差別的取扱いを受けるこ

となく、自立した個人として能力を十分発揮できる機会が均等に確保されること。 

あま市男女共同参画推進条例での基本理念 

（２）社会における制度又は慣行についての配慮 
男女は、性別による固定的な役割分担意識に基づく社会制度や慣行によって、その活動

の選択を阻害されることのないよう配慮されること。 

（３）あらゆる分野における方針の立案決定への参画 
男女は、社会の対等な構成員として家庭、学校、地域、職場その他の社会のあらゆる分

野における方針の立案及び決定に対等に参画する機会が確保されること。 

（４）家庭生活における活動とそれ以外の活動との両立 
家族を構成する男女は、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他
の家庭生活における活動とそれ以外の活動に対等に参画し両立することができるよう配
慮されること。 

 
（５）国際的視野の下での取組 

男女共同参画社会の実現に向けた取組は、国際的視野の下に行うこと。 

目標像 



 

 
10 

 

２ 基本目標 

基本理念を実現するため、6つの基本目標に沿って施策に取り組んでいきます。  

 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進  

男女がともに男女共同参画に関する認識を深められるよう広報・啓発活動を積極的に展

開するとともに、固定的な性別役割分担意識が払拭され、旧来からの社会制度や慣行に`

捉われない意識づくりを進めます。 

また、時代を担う子どもたちが男女平等の精神を身につけ、健やかに育っていけるよう

環境の整備に努めます。 

 

 

基本目標２ 男女平等意識を育てる教育・学習の充実  

幼少期から男女共同参画意識を育んでいけるよう男女平等の視点に立ち、男女の人権を

尊重する教育を推進します。 

また、学校をはじめ家庭や地域など、あらゆる場において男女共同参画の意識を高める

学習を推進します。 

 

 

基本目標３ あらゆる分野での男女共同参画の推進（あま市女性活躍推進計画） 

政策・方針決定過程への女性の参入を進めるための働きかけを行うとともに、男女がと

もに責任をもって家庭、地域活動を担い、様々な分野に参画できるようワーク・ライフ・

バランスの実現に向け、意識啓発と環境整備を推進します。 

また、ハラスメント防止のための働きを進め、男女がともに働きやすい職場環境づくり

を目指していきます。 
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基本目標４ 様々な困難を抱える人々への支援 

高齢者や障がい者、日本で生活する外国人、また、ひとり親家庭等生活上の困難に陥り

やすい人々に対し各種相談事業や福祉サービスの提供、自立支援を充実し、安心して暮ら

せる環境整備を進めます。 

また、性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置かれている場合や、障がい

があること、日本で生活する外国人であること、同和問題を抱えた人であることなどに加

え、女性であることで更に複合的に困難な状況に置かれている場合について、人権尊重の

観点から人権教育・啓発等を進めます。 

 

 

基本目標５ 生涯を通じた健康支援 

女性への妊娠・出産期における心身の健康を支援するための健康診査・検診の充実を図

るとともに、女性に特有の疾病の予防や、思春期や更年期などライフステージに応じた健

康支援のため、年代に応じた健康相談や健康診査・検診の充実を図ります。 

 

 

基本目標６ 暴力の根絶のための基盤づくり（あま市ＤＶ防止基本計画） 

市民の一人ひとりがいかなる暴力も重大な人権侵害であるとの認識をもち、男女間のあ

らゆる暴力の根絶を目指します。また、被害者が、安心して相談でき、かつ必要な支援を

適切に受けられるよう総合的な支援体制を整備します。 

 

 



 

 
12 

 

３ 計画の体系 

 

 

 

 

 

【基本目標】 【基本方針】 

  

基本目標１ 

男女共同参画の理解の促進 

１ 人権の尊重と男女共同参画の意識啓発 

２ 子どもにとっての男女共同参画 

基本目標２ 

男女平等意識を育てる教育 

・学習の充実 

３ 教育の場における教育・学習の充実 

４ 家庭・地域における教育・学習の充実 

基本目標３ 

あらゆる分野での男女共同参画

の推進（あま市女性活躍推進計画） 

５ 政策決定過程への女性の参画の拡大 

６ 様々な分野における男女共同参画の 
拡大 

７ ワーク・ライフ・バランスの実現に 
向けた取組 

８ 誰もが働きやすい職場環境づくり 

基本目標４ 

様々な困難を抱える人々への 

支援 

９ 高齢者、障がい者、外国人等への支援 

10 貧困等生活上の困難に直面する人々へ
の支援 

11 性的少数者、複合的に困難な状況に 
置かれている人々への支援 

12 相談業務の充実 

 

基本目標５ 

生涯を通じた健康支援 

13 心とからだの健康づくりへの支援 

14 妊娠・出産等に関する健康支援 

15 女性特有の疾患に対する支援 

基本目標６ 

暴力の根絶のための基盤づくり 

（あま市ＤＶ防止基本計画） 

16 暴力の根絶に向けた意識啓発 

17 犯罪防止に配慮した環境整備 

18 被害者の実情に応じた切れ目のない 
支援体制の充実 
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基本計画 

 

第３章 

 

 

 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

 

 基本方針 1 人権の尊重と男女共同参画の意識啓発  

男女が互いに人権を尊重しつつ、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮でき

る男女共同参画社会を実現するためには、人権尊重を基盤にした男女平等意識の形成を促

進し、男女の固定的な性別役割分担意識を解消していくことが重要です。 

市民意識調査によると、「男は仕事、女は家庭」という性別役割分担を固定する考え方

について、肯定的意見（「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の合計）が 40.3％

となっています。平成 22年度調査結果より若干減少しており、性別役割分担意識の解消

が徐々に図られていますが、性別でみると、依然として女性に比べ男性で肯定する人の割

合が高く、性別役割分担意識が強い傾向がうかがえます。そのことが家事や育児、家族の

介護等の家庭的責任の多くを事実上女性が担っている一因にもなっています。 

また、男女が平等に協力し合っていくために大切と思うことについては、「男性自身の

意識をあらためる」が 45.3％と前回調査（43.9％）と同様に最も高くなっています。 

そのため、今後も引き続いて、男女平等意識の更なる啓発を進め、固定的な性別役割分

担意識の払拭を図るとともに、男性自身の意識改革を促すための広報・啓発活動を推進し

ていきます。 
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関連データ 

図 「男は仕事、女は家庭」の考え方について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：あま市 男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

全国 女性の活躍推進に関する世論調査（平成 26 年 8 月） 

愛知県 県政世論調査（平成 26 年度） 

 

 

 

 

 

 

平成 22年度調査と比較する

と、「そう思う」と「どちらか

といえばそう思う」を合わせた

“そう思う”の割合が低くなっ

ています。 

性別でみると、男性で女性よ

りも“そう思う”の割合が高く

なっています。 

愛知県・全国と比較すると、

愛知県・全国に比べ“そう思

う”の割合が低くなっていま

す。 

6.58.3 33.837.1 16.716.5 27.526.8 11.87.6 3.73.7
0% 20% 40% 60% 80% 100%

02

そう思う

どちらかといえばそう思う

まちがった考えと思う

どちらかといえばまちがった考えと思う

わからない

無回答

N =

平成27年度調査 1,285

平成22年度調査 1,774 8.3

6.5

37.1

33.8

16.5

16.7

26.8

27.5

7.6

11.8

3.7

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

男性 568

女性 704

5.3

7.7

32.5

35.6

17.5

15.7

30.7

23.8

11.1

12.9

3.0

4.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

あま市 1,285

愛知県 1,443

全国 3,037 38.5 26.77.4

12.5

6.5

32.1

33.8

16.1

16.7

13.6

33.3

27.5

11.9

6.0

11.8

1.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

あま市 1,285

愛知県 1,443

全国 3,037 38.5 26.77.4

12.5

6.5

32.1

33.8

16.1

16.7

13.6

33.3

27.5

11.9

6.0

11.8

1.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

N =

あま市 1,285

愛知県 1,443

全国 3,037 38.5 26.77.4

12.5

6.5

32.1

33.8

16.1

16.7

13.6

33.3

27.5

11.9

6.0

11.8

1.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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図 男女が平等な立場で協力し合っていくために大切なこと   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

 

施策① 人権を尊重するための意識啓発と情報の提供 
 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

人権を尊重する市民意識の高揚

を図るため、啓発を進めるととも

に様々な機会を通じて情報提供

を行います。 

啓発パンフレットの作成 

人権推進課 

広報、パンフレット、市ホーム

ページ等による情報の提供 

人権の尊重に関する講演会、映

画会、パネル展示、セミナー等

の開催 

N = 1,285 ％

男性自身の意識をあらためる

育児・介護などを男女が共に担うた
めの制度やサービスなどを整備する

子どもの時から平等意識を育てる

労働条件を整備し、男女が家事を分
担できる条件を確保する

社会の慣習やしきたりをあらためる

女性自身の意識をあらためる

法律や制度面の平等をさらに進める

女性が経済力をもつ

国、県、市町村議会議員など、公職
につく女性が多くなる

その他

特にない

わからない

無回答

45.3

41.9

41.7

40.2

39.8

31.2

25.9

24.6

17.6

2.1

2.3

5.6

3.3

0 10 20 30 40 50 60

男女が平等な立場で協力し

合っていくために大切なこと

をみると、「男性自身の意識を

あらためる」の割合が最も高

く、次いで「育児・介護などを

男女が共に担うための制度や

サービスなどを整備する」、「子

どもの時から平等意識を育て

る」となっています。 
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施策② 男女共同参画に関する理解を深めるための意識啓発と情報の提供 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

固定的な性別役割分担意識を解

消し、男女共同参画への理解を深

め、男女共同参画に関する学習の

機会や情報提供を行います。 

啓発パンフレットの作成 

人権推進課 

広報、パンフレット、市ホーム

ページ等による情報の提供 

男女共同参画の視点に立った講

演会、パネル展示、セミナー等

の開催 

図書館における関連図書、資料

の情報提供 
生涯学習課 

 

 

 

施策③ 男性の意識改革や家事参加に向けた取組 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

男性の意識改革を図るため、学習

機会を提供するとともに積極的

な家事参加を促すための実践講

座を開催し、生活自立のための支

援を行います。 

意識改革のためのセミナーの開

催や男性を対象とした家事参加

型講座の開催 

人権推進課 

生涯学習課 
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 基本方針 2 子どもにとっての男女共同参画  

男女共同参画社会を築いていくためには、次代を担う子どもたちが、子どものころから

男女共同参画の理解を深め、それぞれの個性と能力を発揮できるように成長することが重

要です。そのため、将来子どもたちが、固定的な性別役割分担意識に捉われることなく自

己形成ができるよう学習機会の充実を図っていきます。 

また、近年では、子どもの連れ去りや虐待、性犯罪やいじめなどの暴力の被害を受けて

いる子どもの問題が顕在化しています。子どもたちが、健やかに成長でき、安全で安心し

て暮らしていくためには、地域全体で子どもを支える取組が重要です。市民意識調査によ

ると、自分の周りで子どもが虐待されているのではないかと思ったことのある人は

13.5％と平成 22 年度調査よりも 4.3ポイント増加しています。家族をはじめとする身

近な者からの被害は、特に潜在化しやすいことなどから、発見が遅れることが問題となっ

ています。そのため、多様な場面で子どもを見守り、声をかけあう地域づくりを進め、子

どもに対する暴力の早期発見、未然防止に努めるとともに、子どもが安心して生活するた

めの地域づくりを進めていきます。 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

平成22年度調査と比較す

ると、「よく思う」と「とき

どき思う」を合わせた“思う”

の割合が 4.3 ポイント高く

なっています。 

図 自分の周りで子どもが虐待されているのではないかと思っ

た人の割合 

N =

平成27年度調査 1,285

平成22年度調査 1,774

1.0

1.5

8.2

12.0

64.8

63.7

20.4

19.0 3.9

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.0
1.5

8.2
12.0

64.8
63.7

20.4
19.0 3.9

5.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0

2

よく思う ときどき思う

感じたことがない よくわからない

無回答
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資料：子育て支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子育て支援課 

 

 

 

 
 

※ネグレクト・・・児童虐待の一種で、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自

動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなどの行為のことをいいます。 

資料：●●●（各年●月●日現在）

13

0

16
18

0

5

10

15

20

ネグレクト 心理的虐待 身体的虐待 性的虐待

(件）

図 あま市における虐待相談内容別件数（平成 27 年度） 

図 あま市における被虐待児の年齢・相談種別件数 

（平成 27 年度） 

平成 27年度における虐待相

談内容別件数は、ネグレクト※

が 18件、心理的虐待が 16件、

身体的虐待が 13 件の合計 47

件となっています。 

被虐待児の年齢別でみると、

3歳～学齢前児童が 20件と最

も多く、次いで小学生が 16件、

0～3 歳が 10 件となっていま

す。 

資料：●●●（各年●月●日現在）
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0～3歳 3歳～学齢前児童

小学生 中学生

高校生・その他
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施策④ 子どものころからの男女共同参画の理解の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

子どものころから人権尊重の精

神が身につくように、人権尊重、

男女平等についての教育を充実

させ、自立の意識を育み、個性を

尊重する教育・学習を進めます。 

 

人権と男女平等をテーマにした

調べ学習やグループ学習の実施 
学校教育課 

 

 

 

施策⑤ 地域で子どもを育てる環境の整備 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

犯罪から子どもを守るため、市民

協働で防犯活動に取り組み、犯罪

の未然防止を図るとともに、子ど

もに対する防犯意識を高めるた

めの取組を行います。 

おはこんあいさつ運動の推進 安全安心課 

子どもの防犯教室の開催 
子育て支援課 

安全安心課 

通学路こども 110 番の家の普及 

学校教育課 

通学時の防犯や交通安全に関す

る意識を高める教育の実施 

登下校時の通学路における街頭

指導や防犯パトロールの実施 

小学校入学児童への防犯ブザー

の配布 
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施策⑥ 児童虐待等の早期発見と未然防止 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

児童虐待やいじめ問題などの早

期発見と未然防止向け、相談窓口

の充実や、関係機関との連携に努

めます。 

妊娠中の不安の軽減、出産後の

育児に関する悩みの軽減、虐待

の予防を目的とした「こんにち

は赤ちゃん訪問事業」の実施 
健康推進課 

乳幼児健診の実施 

保護者の悩みに対応するための

家庭児童相談員の配置 
子育て支援課 

スクールカウンセラーや心の相

談員の配置 
学校教育課 

教育相談センターの設置 

児童虐待の早期発見と未然防止

に向けた総合的な支援体制の整

備 

子育て支援課 

健康推進課 

学校教育課 

児童虐待防止に向けた啓発パン

フレット等の作成・配布 

子育て支援課 

人権推進課 

あま市いじめ問題対策連絡協議

会等条例などに基づく、いじめ

防止等に向けた取組の推進 

学校教育課 
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基本目標２ 男女平等意識を育てる教育・学習の充実 

 

 基本方針 3 教育の場における教育・学習の充実  

男女が固定的な性別役割分担意識に捉われることなく、主体的に物事を考え選択する力

を身につけるには、学校教育を通して、幼少期から男女共同参画に基づいた教育を実践し

ていくことが非常に大切です。 

市民意識調査によると、男女平等の意識を育てるために、学校教育で力を入れるべきこ

ととして「異性を思いやる気持ちの大切さを教える教育を充実させる」「男女ともに、家

事や育児、介護などについて学習する時間を設ける」「進路指導において、男女の別なく

能力を生かせるよう配慮する」の割合が高くなっています。このことから、子どものころ

から、あらゆる機会に互いを思いやる心をもち、男女ともに家事や育児に参加することへ

の抵抗感をなくすとともに、固定的な性別役割分担意識に捉われることなく、主体的に物

事を考え選択する力を身につける教育を充実していくことが求められています。 

そのため、子どもたちが、男女平等・男女共同参画に対する意識を持ち、自らの意思に

よって多様な生き方が選択できるような教育・学習を推進していきます。また、教職員・

保育士等が男女平等の意識を持って子どもたちを指導できるよう、適切な研修を実施して

いきます。 
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関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

※平成 22 年度調査では、「進路指導において、男女の別なく能力を生かせ

るよう配慮する」の選択肢はありませんでした。 

 

％

異性を思いやる気持ちの大
切さを教える教育を充実させ
る

男女ともに、家事や育児、介
護などについて学習する時
間を設ける

進路指導において、男女の
別なく能力を生かせるよう配
慮する

性に対する正しい知識や性
の尊厳、母性保護の重要性
についての学習を推進する

教員や保護者に男女平等の
研修を推進する

管理職（校長や教頭）に女性
を増やしていく

出席簿の順番など、男女を
分ける習慣をなくす

その他

わからない

無回答

55.3

54.2

41.9

32.7

18.1

14.7

10.4

1.3

8.4

3.8

63.3

62.9

43.9

19.8

14.4

11.2

1.5

5.5

4.9

－

0 20 40 60 80

55.3

54.2

41.9

32.7

18.1

14.7

10.4

1.3

8.4

3.8

63.3

62.9

0.0

43.9

19.8

14.4

11.2

1.5

5.5

4.9

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

平成27年度調査（N = 1,285）

平成22年度調査（N = 1,774）

図 男女平等の意識を育てるために、学校教育で力を入れるべきこと 

「異性を思いやる気持ちの

大切さを教える教育を充実さ

せる」の割合が 55.3％、「男女

ともに、家事や育児、介護など

について学習する時間を設け

る」の割合が 54.2％、「進路指

導において、男女の別なく能力

を生かせるよう配慮する」の割

合が 41.9％となっています。 
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施策⑦ 男女平等の意識を育てるための教育の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

子どものころから人権尊重の精

神が身につくように人権尊重、男

女平等についての教育を充実さ

せ、自立の意識を育み、個性を尊

重する教育・学習を進めます。 

人権と男女平等をテーマにした

調べ学習やグループ学習の実施

（再掲） 

学校教育課 

人権尊重の精神を身につけるた

めの道徳教育の実施 

近年の情報化の背景を踏まえ、

メディアリテラシー※の向上を

図るための教育の実施 

児童生徒の発達段階に合わせた

性に関する指導 

保育園における人権擁護委員に

よる園児とのふれあいの実施 

人権推進課 

子育て支援課 

命の大切さを育む「人権の花運

動」の実施 
人権推進課 

 

施策⑧ 教職員、保育者の人権意識を高めるための学習機会の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

教育や保育に携わる関係者が豊

かな見識と人権感覚を身につけ

るための学習の機会を充実しま

す。 

あま市人権研究推進委員会によ

る人権教育に関する調査・研究

の実施 

学校教育課 

保育者を対象とした人権に関す

る研修の実施 
子育て支援課 

市民及び教職員等の人権意識向

上を図るための人権教育講演会

の開催 

学校教育課 

生涯学習課 

 
 

※メディアリテラシー・・・メディアが発信する情報を批判的に分析し、メディアに対して主体性を

もつ能力と、メディアを使って自分自身の考えを表現する能力。メディアから発信される固定観念を

見極める能力や固定観念にとらわれない表現を使った発信能力のことをいいます。 
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 基本方針 4 家庭・地域における教育・学習の充実  

男女共同参画社会のまちづくりには、社会の基礎的単位である家庭をはじめ、最も身近

な社会集団である地域が重要な役割を果たします。 

市民意識調査によると、家庭生活における男女の地位の平等意識は、男性の優遇感が高

く、特に女性でその意識が高くなっています。また、地域活動における男女の役割分担に

おいても、「地域活動は男性が取り仕切る」、「自治区の集会の時には、女性がお茶くみや

片づけをしている」、「女性は役職につきたがらない」などを「改善すべき」と思っている

人がいる反面、「当然、又は仕方ない」と思っている人は約 30％となっており、男女と

もに役割分担意識が根強く残っています。 

このことから、固定的な性別役割分担意識に捉われず、男女が互いに認めあい、平等の

理念を理解していけるよう、市民を対象に男女共同参画の意識を高めるための学習講座を

開催するとともに、男女共同参画の理念に対する理解が深まるよう、市民に対する意識啓

発や情報提供の充実に努めます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

全国 男女共同参画社会に関する世論調査（平成 24 年 10 月） 

愛知県 県政世論調査（平成 26 年度） 

家庭生活における男女の地

位の平等意識は、「男性の方が

非常に優遇されている」「どち

らかといえば男性の方が優遇

されている」を合わせた“男性

優遇”の割合が「平等である」

を上回っています。 

性別でみると、男性に比べ女

性で“男性優遇”の割合が高

くなっています。 

 

図 家庭生活における男女の地位の平等意識 

 

あま市

愛知県

全国 34.7 47.08.5

12.6

7.5

36.0

36.5

29.4

32.8

6.1

8.9

6.5

1.3

3.6

1.0

2.3

9.5

15.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

36.0 32.829.4 6.58.9 1.03.6 8.37.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.02.0

男性の方が非常に優遇されている
どちらかといえば男性の方が優遇されている
平等である
どちらかといえば女性の方が優遇されている
女性の方が非常に優遇されている
わからない・無回答

N =

男性 568

女性 704

9.0

8.0

6.7

7.4

3.9

10.5

32.6

39.8

40.0

27.1

6.3

6.7

1.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%
N =

男性 568

女性 704

9.0

8.0

6.7

7.4

3.9

10.5

32.6

39.8

40.0

27.1

6.3

6.7

1.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

【あま市男女別】 
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 資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度）

図 参加している地域活動における男女の役割分担について（意識） 

「地域活動は男性が取り仕

切る」を「当然」又は「仕方な

い」と思っている人は 30.2％、

「自治区の集会の時には、女性

がお茶くみや片づけをしてい

る」では 32.7％「女性は役職

につきたがらない」では

30.5％となっています。 

 

9.19.8 17.420.4 34.9 33.8 25.122.1 13.513.9
0% 20% 40% 60% 80% 100%

02

当然だと思う 仕方ない 改善すべき

わからない 無回答

N = 1,285

⑤ 自治区の集会では、
    男性が上座に座る

⑧ 実質的な活動はほとんど
    女性が参加する

① 催し物の企画等は主に
    男性が決定する

② 地域活動は男性が取り
    仕切る

③ 自治区の集会の時には、
    女性がお茶くみや片づけ
    をしている

④ 女性は役職につきたがら
    ない

⑥ 女性が発言することは
    少ない

⑦ 自治区の組長などの登録は
    男性（夫）だが、実際は女性
    （妻）が出席することが多い

6.5

26.5

24.0

18.1

13.2

27.3

23.3

34.4

30.0

33.5

41.1

33.5

37.7

23.1

22.6

13.5

14.2

2.2

2.6

2.0

5.9

6.2

9.8

9.1

20.4

17.4

33.8

34.9

29.3

27.7

25.7

18.4

22.1

25.1

14.4

14.7

13.9

14.5

13.9

13.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
N = 1,285

⑤ 自治区の集会では、
    男性が上座に座る

⑧ 実質的な活動はほとんど
    女性が参加する

① 催し物の企画等は主に
    男性が決定する

② 地域活動は男性が取り
    仕切る

③ 自治区の集会の時には、
    女性がお茶くみや片づけ
    をしている

④ 女性は役職につきたがら
    ない

⑥ 女性が発言することは
    少ない

⑦ 自治区の組長などの登録は
    男性（夫）だが、実際は女性
    （妻）が出席することが多い

6.5

26.5

24.0

18.1

13.2

27.3

23.3

34.4

30.0

33.5

41.1

33.5

37.7
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2.0
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33.8
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施策⑨ 家庭、地域における男女共同参画に関する学習機会の提供と理解の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

男女共同参画の理解を家庭や地

域において普及させるため、男女

問わず親子間のコミュニケーシ

ョンを図る場や地域に参画する

ために必要な知識を学ぶための

教育・学習機会を提供します。 

乳幼児と親を対象とした幼児期

家庭教育講座の開催 

生涯学習課 社会教育講座において、男女共

同参画をテーマとした講座を開

催 

親と子が一緒に参加する親子ふ

れあい講座等の開催 

生涯学習課 

子育て支援課 

市民及び教職員等の人権意識向

上を図るための人権教育講演会

の開催（再掲） 

学校教育課 

生涯学習課 

男女共同参画の視点に立った講

演会、パネル展示、セミナー等

の開催（再掲） 

人権推進課 
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基本目標３ あらゆる分野での男女共同参画の推進 

（あま市女性活躍推進計画） 
 

 基本方針 5 政策決定過程への女性の参画の拡大  

男女共同参画社会を実現していくためには、政策や方針の立案・決定過程において女性

の参画を拡大していくことが重要です。 

あま市では、平成 28年 4月１日現在で審議会等への女性の登用率は 19.3％で、愛知

県や愛知県内市町村の登用率と比べると低い状況となっています。さらに、女性委員が一

人もいない審議会等もあり、男女双方の意見が対等に反映されにくい状況が見られます。 

そのため、男女双方の視点に立って市政を考えていくためにも、市の審議会等における

委員の男女比率の均衡を図り、女性委員のいない審議会等を解消していく必要があります。

また、各種講座による意識啓発や情報提供などを進め、参画意欲の促進を図るとともに、

男女共同参画の推進を担う人材の育成に努めていきます。 

 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

資料：あま市 人権推進課（各年４月１日現在） 

愛知県 県民生活部男女共同参画推進課（各年４月１日現在） 

愛知県内市町村 内閣府「地方公共団体における男女共同参 

画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」（各年 4 月 1 

日現在） 

図 審議会等への女性登用率の状況 

審議会等への女性登用率の

状況をみると、愛知県や愛知県

内市町村より低い値で推移し

ています。 
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1.2

1.3
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1.5

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

あま市 愛知県 愛知県内市町村

資料：あま市：人権推進課（各年４月１日現在）
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資料：人事秘書課（各年４月１日現在） 

 

 

施策⑩ 審議会等への男女共同参画の促進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

政策決定過程への女性の積極的

な登用を促進するなど、女性の社

会参加意識を高めるとともに、女

性の意見を反映させる組織づく

りを促進します。 

審議会、委員会への女性の登用

促進 
関係各課 

審議会、委員会への女性の登用

状況についての調査、結果公表

の実施 

人権推進課 

女性職員を管理職に登用するポ

ジティブ・アクション（積極的

改善措置）の実施や女性リーダ

ーの育成 

人事秘書課 

 

施策⑪ 男女共同参画の推進を担う人材育成 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

積極的に社会へ参画している女

性を発掘し、人材育成を図りま

す。 

愛知県男女共同参画人材育成セ

ミナーへの受講候補者の推薦 
人権推進課 

図 あま市職員の女性管理職の状況 

資料：あま市：人権推進課（各年４月１日現在）

国：内閣府（各年９月30日現在）

21.0 20.0 21.0
22.3 21.8

15.216.2
15.014.5 15.0

0.0

10.0

20.0

30.0

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

（％）

女性管理職の状況をみると、

管理職全体と一般行政職とも

に平成 27年までは増加傾向に

ありますが、平成 28年に減少

しており、管理職全体で

21.8％、一般行政職で 15.2％

となっています。 

0

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

管理職全体 一般行政職

※管理職とは、課長及びこれに相当する職以上。 

出先機関の課長なども含む。 
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 基本方針 6 様々な分野における男女共同参画の拡大  

核家族化や少子高齢化が進み、住民相互の社会的つながりが希薄化する中で、地域力を

高めるためには、様々な分野において一人ひとりが持っている知識や経験、能力を十分に

発揮でき、固定的な性別役割分担意識に捉われることなく、男女がともに参画していくこ

とが重要です。 

市民意識調査をみると、地域活動における男女の役割分担などに差がある事柄について

は、「団体の会長には男性が就き、女性は補助的な役職に就く慣習がある」「活動の準備や

後片づけなどは女性が行う慣習がある」がいずれも 30％以上となっており、男女が平等

に参画できていないのが現状です。 

また、地域の防災活動を推進するに当たっての考え方では「防災は男女が共に担うもの

であるという意識を男女双方が持てるように行政や地域で取り組む必要がある」が 50％

以上と最も高くなっています。 

そのため、様々な分野において女性の積極的な参画や男女共同参画の視点をいかした取

組ができるよう支援や活動の場を提供し、地域力の向上に努めていきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

図 地域活動における男女の役割分担などに差がある事柄 

 N = 1,285 ％

団体の会長には男性が就き、女
性は補助的な役職に就く慣習が
ある

活動の準備や後片づけなどは女
性が行う慣習がある

女性が役職に就きたがらない

男女が互いに対等なパートナー
として見ていない

女性には発言の機会が与えられ
なかったり、女性の意見が聞き
入れられなかったりする

その他

特にない

わからない

無回答

39.5

32.2

29.1

17.8

11.8

1.8

7.9

23.2

5.3

0 10 20 30 40 50 60

「団体の会長には男性が就

き、女性は補助的な役職に就く

慣習がある」の割合が 39.5％

と最も高く、次いで「活動の準

備や後片づけなどは女性が行

う慣習がある」の割合が

32.2％、「女性が役職に就きた

がらない」の割合が 29.1％と

なっています。 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 
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資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成 
又は女性に関する施策の推進状況」 

4.95.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

愛知県 全国

(％)

N = 1,285 ％

防災は男女が共に担うものであ
るという意識を男女双方が持てる
ように行政や地域で取り組む必
要がある

災害時要援護者（高齢者、障が
い者、乳幼児、妊婦等）の視点を
含める必要がある

行政だけでなく、個人や地域で防
災活動に取り組む必要がある

防災対策などに女性の視点を含
める必要がある

自主防災組織等への女性の参
画を促進する必要がある

その他

わからない

無回答

53.4

48.2

38.2

22.8

11.1

0.8

12.4

5.1

0 10 20 30 40 50 60

図 地域の防災活動を推進するに当たっての考え方 

 

「防災は男女が共に担うも

のであるという意識を男女双

方が持てるように行政や地域

で取り組む必要がある」の割合

が 53.4％と最も高く、次いで

「災害時要援護者（高齢者、障

がい者、乳幼児、妊婦等）の視

点を含める必要がある」の割合

が 48.2％、「行政だけでなく、

個人や地域で防災活動に取り

組む必要がある」の割合が

38.2％となっています。 

図 自治会長に占める女性割合(平成 27 年度) 

Heisei 平成 

 



 
31 

 

施策⑫ 男女共同参画の視点に立った地域活動団体への支援の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

地域活動において男女の参画を

促し、地域活動団体の活性化を図

るため、各種団体に対して支援を

行います。 

女性消防クラブ活動への支援 

安全安心課 
交通安全を推進する女性運転者

友の会への支援 

地域活動団体への助成 

企画政策課 
地域活動団体に対する情報交換

や交流の場の提供 

社会教育活動を担う女性団体へ

の支援 
生涯学習課 

 

 

施策⑬ 防災分野における男女共同参画の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

防災分野において、男女のニーズ

の違いなど、男女の視点に配慮し

た防災活動を進めます。 

市の防災会議への女性の登用 安全安心課 
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 基本方針 7 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組  

仕事と家庭、地域活動等との生活を両立できる社会の実現は、女性だけでなく男性にと

っても暮らしやすい社会につながるものであり、女性が社会で活躍していく上でも必要な

ことです。しかし、現実には、長時間労働や転勤が当然とされる男性を中心とした労働慣

行が根強く、育児・介護等と両立して、十分に能力を発揮して働きたい女性が思うように

活躍できない状況となっています。 

市民意識調査によると、男女ともに理想として「仕事」「家庭生活」「地域・個人の生活」

をすべて大切にしたい割合が高いにもかかわらず、現状では、男性は「仕事」、女性は「家

庭生活」を優先している現状があります。 

また、女性が安心して働き続けるために必要な事柄については、「夫や家族が理解し協

力する」が 70％以上、「職業（仕事）と家庭の両立に職場が理解し協力する」「育児・介

護休業制度を定着させる」が約半数となっています。さらに、育児休業・介護休業をとる

男性が少ない理由については、「職場の理解が得られないから」が約 70％となっており、

職場の理解や制度の充実が求められています。 

そのため、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識づくりや男性中心型労働慣行

を見直していくとともに、男女がともに働きながら子育てや介護に関われるよう意識改革

や支援体制の充実に努めていきます。 
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関連データ 

 

 

 

単位：％ 

 

理想 現実 

男性 

（Ｎ=568） 

女性 

（Ｎ=704） 

男性 

（Ｎ=568） 

女性 

（Ｎ=704） 

「仕事」を優先している（したい） 2.6 2.0 33.1 12.8 

「家庭生活」を優先している（し
たい） 

13.9 16.8 12.9 33.5 

「地域・個人の生活」を優先して
いる（したい） 

3.2 2.6 1.6 1.0 

「仕事」と「家庭生活」をともに
優先している（したい） 

22.5 16.5 16.7 16.1 

「仕事」と「地域・個人の生活」
をともに優先している（したい） 

2.8 2.3 4.0 2.7 

「家庭生活」と「地域・個人の生
活」をともに優先している（した
い） 

5.3 6.5 2.5 5.0 

「仕事」と「家庭生活」と「地域・
個人の生活」をすべて大切にし
ている（したい） 

23.2 24.1 5.5 4.4 

その他 1.1 0.7 1.1 1.0 

わからない 4.9 6.8 6.2 7.1 

無回答 20.4 21.7 16.5 16.5 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

 

表 男女別ワーク・ライフ・バランスについて 

 

理想については、「「仕事」と

「家庭生活」と「地域・個人の

生活」をすべて大切にしたい」

の割合が男性で 23.2％、女性

で 24.1％とそれぞれ最も高く

なっています。 

一方で、現実については、男

性で「「仕事」を優先している」

の割合が 33.1％と最も高くな

っています。女性で「「家庭生

活」を優先している」の割合が

33.5％と最も高くなっていま

す。 
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資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

※平成 22 年度調査には「柔軟な働き方ができる制度 
の導入（在宅勤務や短時間労働など）」、「就学前の 
子どもを対象とした保育の充実（保育施設の増設 
や開設時間の延長など）」、「小学生を対象とした放 
課後児童対策の充実」の選択肢はありませんでし 
た。 

図 女性が安心して働き続けるために必要な事柄 

 ％

夫や家族が理解し協力する

職業（仕事）と家庭の両立に
職場が理解し協力する

育児・介護休業制度を定着さ
せる

産前・産後・生理休暇などを
取りやすくする

育児・保育に対する支援や施
設、サービスを充実させる

柔軟な働き方ができる制度の
導入（在宅勤務や短時間労
働など）

夫の育児・介護休業を取りや
すくする

就学前の子どもを対象とした
保育の充実（保育施設の増
設や開設時間の延長など）

看護・介護に対する支援や施
設、サービスを充実させる

小学生を対象とした放課後児
童対策の充実

給料や仕事内容、昇進など
の男女差を解消する

女性労働者の相談窓口を設
ける

その他

わからない

無回答

74.8

52.1

51.2

44.0

42.5

42.4

36.6

36.4

35.8

33.4

32.8

14.3

1.4

3.5

3.1

75.0

53.2

49.8

46.9

41.8

38.4

30.9

31.2

11.9

1.1

2.3

4.9

－

－

－

0 20 40 60 80

「夫や家族が理解し協力す

る」の割合が 74.8％と最も高

く、次いで「職業（仕事）と家

庭の両立に職場が理解し協力

する」の割合が 52.1％、「育

児・介護休業制度を定着させ

る」の割合が 51.2％となって

います。 

 

74.8

52.1

51.2

44.0

42.5

42.4

36.6

36.4

35.8

33.4

32.8

14.3

1.4

3.5

75.0

53.2

49.8

46.9

41.8

0.0

38.4

0.0

30.9

0.0

31.2

11.9

1.1

2.3

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

平成27年度調査（N = 1,285）

平成22年度調査（N = 1,774）
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資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

 

施策⑭ ワーク・ライフ・バランスの普及啓発 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

広報や市のホームページを活用

して、ワーク・ライフ・バランス

の必要性について普及啓発や情

報提供を行います。 

ワーク・ライフ・バランスの必

要性に関する情報提供や普及啓

発 

人権推進課 

休業や休暇、子育て期間中の短

時間勤務等の制度の周知 
産業振興課 

県で登録をされたファミリー・

フレンドリー企業の紹介 

 

図 育児や介護で休みをとる男性が少ない理由 

 

「職場の理解が得られない

から」の割合が 72.1％と最も

高く、次いで「昇進や昇給に影

響する恐れがあるから」の割合

が 43.5％、「仕事の量や責任が

大きいから」の割合が 43.0％

となっています。 

 

N = 1,285 ％

職場の理解が得られないから

昇進や昇給に影響する恐れがあ
るから

仕事の量や責任が大きいから

取得後の職場復帰への不安が
あるから

休業補償が十分ではなく、家計
に影響するから

男性自身に「恥ずかしい」「プライ
ドが邪魔をする」などの気持ちが
あるから

女性の方が育児・介護に向いて
いるから

その他

わからない

無回答

72.1

43.5

43.0

42.3

36.6

24.2

10.7

2.0

5.3

3.3

0 20 40 60 80
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施策⑮ 多様な保育サービスの充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

社会に参画しながら安心して子

育てができるように、多様なニー

ズに応じた保育サービスを提供

します。 

産前産後休暇、育児休業終了後

の就労に対応した低年齢児保育

事業の実施 

子育て支援課 

保護者の就労時間の多様化に対

応した延長保育事業の実施 

保護者の就労、疾病など一時的

に保育が必要なときに利用でき

る一時預かり事業の実施 

出産、育児休業後スムーズに復

職できるように育児休業あけ予

約事業の実施 

集団保育が可能な障がい児保育

の実施 

病児・病後児保育の実施 

 

施策⑯ 地域における子育て支援の環境づくり 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

仕事と育児の両立支援や地域住

民の相互支援による育児負担軽

減を図ります。 

ファミリー・サポート・センタ

ー事業の推進 
子育て支援課 

 

施策⑰ 放課後児童対策の実施 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

放課後も安心して充実した時間

が過ごせるよう、児童の放課後の

健全育成に努めます。 

放課後児童クラブや放課後子ど

も教室の実施 
子育て支援課 
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施策⑱ 障がいのある子どもへのサービスの充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

障がいのある児童生徒の放課後

や夏休み等における支援を行い

ます。 

放課後等デイサービス、日中一

時支援事業の実施 
社会福祉課 

 

施策⑲ 介護保険制度の周知とサービスの充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

高齢者ができる限り住み慣れた

地域で家族と暮らせるよう、介護

に関する制度の周知を図るとと

もに介護予防事業を行います。 

広報や市ホームページ、介護サー

ビスガイドブック等による介護予

防事業や居宅サービスの周知 

高齢福祉課 

介護予防事業の推進 

高齢福祉課 

健康推進課 

人権推進課 

 

施策⑳ 介護者への支援の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

在宅で家族を介護する人が、悩み

や不安を話したり、情報交換する

場である介護者の会の活動を支

援し、介護者の孤立を防ぎ、精神

的負担の軽減を図ります。 

「介護者のつどい」による介護

者への支援 
高齢福祉課 

交流の場である「ふれあいカフ

ェ（認知症カフェ）」の設置 

 

施策㉑ 男性が家庭・地域に参画しやすい職場環境づくりの推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

男性が家庭や地域に積極的に関

わっていけるよう、職場における

男女共同参画の理解の促進に努

めます。 

男性職員の育児休暇取得の促進 人事秘書課 

休業や休暇、子育て期間中の短

時間勤務等の制度の周知（再掲） 
産業振興課 
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 基本方針 8 誰もが働きやすい職場環境づくり  

働く女性が増加する一方、Ｍ字カーブ問題等が解決されていない中で、男女雇用機会均

等法の改正や育児・介護休業法の改正等により、女性の働く環境は改善されつつあります

が、現実には、雇用形態や賃金、昇進昇格において、いまだ男女の間で格差があるのが現

状です。 

市民意識調査によると、職場において昇進・昇級・賃金において性別による差があると

答えた人は、50％以上を占めています。 

そのため、市内の企業や労働者に対して女性活躍推進法や男女雇用機会均等法、育児・

介護休業法などの周知を図り、男女が平等に安心して働ける職場づくりを推進します。ま

た、子育て中など就業を一時中断している女性の公正な職場復帰、再就職や起業など、個

人の意欲と能力がいかされる環境づくりを進め、女性の活躍を推進していきます。 

さらに、性別を理由とする差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメントやパワー・ハラ

スメント、妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益な取扱い（マタニティ・ハラスメ

ント）等の根絶に向けて、一層の啓発活動を進めていきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 
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図 女性の年齢別就業率の推移（あま市） 

 

女性の就業率を年齢別でみ

ると、あま市においても 30歳

代を底とする M 字カーブを描

く傾向がみられます。しかし、

30 歳代での就業率の落ち込み

は徐々に緩やかになっており、

40 歳代以降の就業率も高くな

る傾向が見られます。 
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資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

「昇進・昇級に差がある」の

割合が 52.5％と最も高く、次

いで「賃金に格差がある」の割

合が 52.0％、「お茶くみ・雑用

などの補助的な仕事を女性に

割り振る」の割合が 44.6％と

なっています。 

図 職場での男女の格差 

 

N = 202 ％

昇進・昇級に差がある

賃金に格差がある

お茶くみ・雑用などの補助的な仕
事を女性に割り振る

雇用形態に差がある（女性はパ
－トのみで正社員採用はない）

セクシュアル・ハラスメントを受け
やすい

トイレ、更衣室などの社内設備に
差がある

教育訓練の機会に差がある

その他

わからない

無回答

52.5

52.0

44.6

19.8

10.9

10.4

10.4

7.9

0.5

1.5

0 10 20 30 40 50 60
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施策㉒ 男女の雇用平等に向けた啓発、情報提供 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

市のホームページやチラシなど

を活用して、働きやすい環境整備

のための情報を市民や企業に提

供します。 

男女の均等な雇用機会と待遇の

確保を図る法令・制度の周知 
産業振興課 

女性の再就職のためのセミナー

等の情報提供 
人権推進課 

 

 

施策㉓ 職域の拡大 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

性別に捉われず、一人ひとりの能

力や適性を考慮した職員配置を

進めます。 

性別に捉われない人事管理の推

進 
人事秘書課 

 

施策㉔ 商工業、農業等自営における男女共同参画の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

実質的に共同経営をしている女

性が、対等なパートナーとして方

針決定や経営に参画することが

できるよう情報提供や意識啓発

を行います。 

家族経営における適正な労働時

間や休日の確保等、就業条件の

整備についての普及・啓発 産業振興課 

農業における家族経営協定の締

結の促進 
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施策㉕ 働きやすい職場環境の整備 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

労使間のトラブル、待遇の問題、

セクシュアル・ハラスメントやパ

ワー・ハラスメントなどの労働問

題全般について、県から派遣され

た専門員が月 1 回市役所で相談

に応じます。 

巡回労働相談の実施 

産業振興課 

事業主を対象に、社会保険労務士

を派遣し、雇用する労働者の休

業・雇用問題・年金相談、労使間

のトラブル、労働条件の整備等の

相談に応じます。 

特定社会保険労務士による派遣

労働相談 

様々なハラスメントに対しての

啓発事業を実施します。 

広報等によるハラスメントに関

する情報提供 

人権推進課 

産業振興課 
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基本目標４ 様々な困難を抱える人々への支援 

 

 基本方針 9 高齢者、障がい者、外国人等への支援  

本市の高齢化率は増加傾向にあり、県より高い水準にあります。女性の平均寿命は男性

より長く、高齢者施策の影響は女性の方が強く受ける傾向にあります。高齢期女性の低年

金、無年金問題、さらには虐待や消費者被害等の人権侵害が社会問題となっています。 

そこで、高齢者が社会から孤立することなく住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、

生きがい活動や介護予防の充実を図るとともに、社会活動などへの参加を働きかけていき

ます。 

障がい者については、障がいについての無理解・無関心が、障がい者の自立や社会参加

を阻んでいる要因にもなっていることから、人権意識の普及・啓発を推進し、障がいを理

由とする差別の解消の推進に関する法律等を踏まえて、障がいのある男女それぞれのニー

ズへの対応に配慮しつつ、社会参加や、就労を支援するためのサービスの利用を促進し、

障がい者が地域で自立した生活を送り、自分らしい生き方ができるよう支援していきます。 

さらに、虐待や消費者被害に遭いやすい高齢者、障がい者を見守るための地域の連携ネ

ットワークを整備し、保護者（家族）の介護負担が軽減されるよう多様なサービスの充実

にも取り組んでいきます。 

外国人においては、言語の違い、文化・価値観の違い、地域における孤立など外国籍で

あるがための不便や差別があることに加えて、女性であることにより更に複合的な困難に

置かれていることに留意しながら、国境を越えた相互交流、日本で生活する外国人への教

育、多言語での情報提供や相談体制の整備を図っていきます。 
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関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年 4 月 1 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

収入が少なく、経済的に自立
できないこと

就職や仕事の内容、待遇で
不利な取り扱いを受けること

交通機関等がバリアフリーに
なっていないため、自由な行
動が妨げられること

じろじろ見られたり、避けられ
たりすること

障がいのある人だからという
理由で、意見や行動が尊重さ
れないこと

病院や福祉施設で不当な扱
いや虐待があること

結婚について周囲が反対す
ること

スポーツ活動や文化活動な
どへ参加できる場が少ないこ
と

住宅の申し込みや入居が困
難なこと

その他

特にない

わからない

無回答

52.1

45.8

31.2

28.7

20.8

17.8

15.7

12.9

10.7

0.6

4.4

10.7

3.8
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36.6

27.4

18.8

10.3
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12.9

0.8

4.2

10.1

3.4

0 20 40 60

図 あま市の高齢者数と高齢化率の推移 

 

高齢者（65 歳以上）人口は

増加傾向にあり、平成 28 年 4

月 1 日現在で 22,516 人とな

っています。 

高齢化率も、増加傾向にあ

り、平成 28 年 4 月 1 日現在

25.4％となっています。 

図 障がいのある人に関する人権上の問題について 

 

「収入が少なく、経済的に自

立できないこと」の割合が

52.1％と最も高く、次いで「就

職や仕事の内容、待遇で不利な

取り扱いを受けること」の割合

が 45.8％、「交通機関等がバリ

アフリーになっていないため、

自由な行動が妨げられること」

の割合が 31.2％となっていま

す。 

平成 22年度調査と比較する

と、「病院や福祉施設で不当な

扱いや虐待があること」の割合

が 7.5 ポイント増加していま

す。 

資料：住民基本台帳（各年4月1日現在）
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資料：人権に関する市民意識調査（平成 27 年度） 
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資料：外国人登録者数、住民基本台帳（各年12月31日現在）
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資料：市民課（各年 12 月 31 日現在） 

 

 

 

施策㉖ 高齢者の社会参画促進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

高齢者が生きがいを持って積極

的に社会に関わっていけるよう

な機会を提供します。 

生涯学習やスポーツ活動に参加

できる機会の充実 

生涯学習課 

スポーツ課 

シルバー人材センターへの支援 

高齢福祉課 
ボランティア活動の啓発による

社会参加の促進 

 

図 あま市の外国人住民数の推移 

 

798 845709643689 879812775758 7480
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男性 女性

外国人住民数は増加傾向に

あり、平成 27年 12月 31日

現在で男性外国人が 879 人、

女性外国人が 845 人、合計

1,724人となっています。 
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施策㉗ 高齢者の生活自立のための取組 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

高齢者が住み慣れた地域で安心

した生活ができるよう、環境の整

備を図り、地域社会全体で高齢者

の生活を支援します。 

介護予防事業の推進（再掲） 

高齢福祉課 

健康推進課 

人権推進課 

生きがい対策とひきこもり防止

のための男性高齢者を対象とし

た料理教室の開催 

健康推進課 

外出の際の緊急時の連絡先など

を記載できる安心カードの普及 

高齢福祉課 

高齢者虐待に関する周知・啓発 

高齢者の成年後見制度の活用促

進 

ＩＣＴ※を活用した医療と介護

サービスの連携 

消費者被害未然防止のための情

報提供 
産業振興課 

消費生活相談の実施 

 

施策㉘ 高齢者の現状把握と相談業務の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

高齢者を取り巻く実情を把握し、

必要な情報を提供するとともに、

多様な相談ニーズに対応できる

よう相談業務を充実させます。 

高齢者や家族に対する総合的な

相談支援 

高齢福祉課 
高齢者虐待対応マニュアルの活

用 

高齢者地域見守り体制の充実

（高齢者地域見守り協定） 

 

  
※ＩＣＴ・・・Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のことをい

います。 
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施策㉙ 障がい者の人権に関する意識啓発 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

障がい者の人権について理解を

深めるため、人権意識の普及・啓

発を推進します。 

広報、市ホームページ等による

障がい者の人権に関する情報提

供と意識啓発 

人権推進課 

 

施策㉚ 障がい者の社会生活力向上のための取組 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

障がい者が地域で安心して暮ら

せるように、介助者が様々な制度

を活用しながら、仕事と介護・介

助が両立できるように、情報提供

と環境整備に努めます。 

障がい者の社会参加を一層推進

するための支援 

社会福祉課 

外出に伴う支援や補装具等の給

付 

日中活動の場及び短期入所等サ

ービスの提供 

就労促進のための情報提供と相

談支援 

手話通訳者による窓口対応や派

遣等 

スポーツ・レクリエーション・

文化活動を行う場の提供 

スポーツ課 

社会福祉課 

障がい者に対する手当等制度の

周知と継続 

社会福祉課 

保険医療課 

 

施策㉛ 地域福祉推進のネットワークの構築 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

障がい者の虐待防止や権利擁護、

地域移行・地域定着支援などとい

った地域福祉推進のためのネッ

トワークの構築に向けた取組を

行います。 

海部東部障害者総合支援協議会

の機能の充実 
社会福祉課 
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施策㉜ 外国人が安心して暮らせるための環境づくり 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

市内に在住している外国人が言

葉を気にせず安心して生活でき

るよう、生活関係情報を入手しや

すい環境づくりや相談体制を充

実させます。 

防災マップや生活便利帳など市

の広報物を多言語に翻訳 

企画政策課 

市ホームページにおける多言語

表記の実施 

相談時における関係情報の入手 

市民団体による外国人を対象と

する日本語教室の充実 

市民団体との連携による国際交

流事業の推進 

 

 

施策㉝ 外国人児童生徒の教育への配慮 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

外国人児童生徒に対して日本語

の指導をはじめとする適切な支

援を行います。 

必要に応じた日本語指導とスク

ールサポーターの配置 
学校教育課 

スクールサポーターによる外国

人児童生徒の教育支援の充実 
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 基本方針 10 貧困等生活上の困難に直面する人々への支援  

単身世帯やひとり親世帯の増加、雇用・就業構造が変化している中で、非正規雇用労働

者やひとり親など、生活上の困難に陥りやすい女性が増加しています。厚生労働省の調査

によると、母子世帯のうち 46.5％が年間所得額 200万円未満であり、49.4％が生活を

「大変苦しい」と感じています。 

このため、ひとり親家庭の生活の安定と質の向上を図るため、きめ細かなサービスを提

供していくとともに、就労支援や経済支援の充実に努めるほか、日常生活上困ったこと、

悩みなどを抱えた時に気軽に相談できる体制づくりを進めていきます。 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日現在） 

 

     

 

 平成 27 年度 

生活困窮者相談件数 232 件 

資料：社会福祉課 

 

資料：●●●（各年●月●日現在）

資料：●●●（各年●月●日現在）

318 372 434

2,1501,352
1,560

1,844

2,225

2,609

278 459

1,791
1,472

1,074
1,242

0

1,000

2,000

3,000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

(世帯）

図 あま市のひとり親家庭の世帯数の推移 

 

ひとり親家庭の数は父子家

庭、母子家庭とも増加してお

り、母子家庭は平成２年から平

成 22年までの 20年間で約２

倍になっています。 

01000020000300004000050000

平成２年 平成７年 平成12年 平成17年 平成22年

2224262830

父子家庭 母子家庭 #REF! #REF! #REF!

表 あま市の生活困窮者相談件数 
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施策㉞ ひとり親等生活困窮者への支援 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

ひとり親等生活困窮者の生活が

安定するように福祉制度を充実

させ、様々な支援を行います。 

母子・父子自立支援員による就

業相談 

子育て支援課 

母子家庭等自立支援給付金の支

給や母子・父子寡婦福祉資金の

貸付事業の実施 

生活に関わるあらゆる相談にき

め細かに対応するための母子家

庭等相談の実施 

児童扶養手当や遺児手当（県・

市）の支給 

ひとり親家庭の子どもへの学習

支援 

女性の再就職のためのセミナー

等の情報提供（再掲） 
人権推進課 

医療費の自己負担額助成 保険医療課 

就学援助費の支給 学校教育課 

生活困窮者への支援 社会福祉課 
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 基本方針 11 性的少数者、複合的に困難な状況に置かれている人々への支援  

性的指向や性同一性障害を理由として困難な状況に置かれている場合や、障がいがある

こと、日本で働き生活する外国人であること、同和問題等の困難を抱えた人であることな

どに加え、女性であることから複合的に困難な状況に置かれている場合について、人権侵

害があってはならないなどの人権尊重の観点からの配慮が必要です。 

市民意識調査によると、性的少数者※の人々に関する人権上の問題については、「わから

ない」「性的少数者について正しい知識を得る機会がないこと」の割合が高くなっており、

広く市民に対して多様な性のあり方への理解を深める取組が必要となっています。 

そのため、様々な困難を抱える人々が、自立や社会参画への意欲が妨げられることなく

安心して暮らすことができるよう、男女共同参画の視点に立ってそれぞれの状況に配慮し

た取組を進めていきます。 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：人権に関する市民意識調査（平成 27 年度）

N = 1,285 ％

性的少数者について正しい知識を得
る機会がないこと

学校や職場でいじめやいやがらせを
受けること

本人の意思に反して「男らしく、女らし
く」という考えを押しつけること

相談場所がないこと

家族や友達から理解されないこと

就職や職場において不利な扱いを受
けること

トイレ、更衣室など、男女の別しかな
く、バリアフリーとなっていないこと

制服などで男女の別を決めつけること

法律上の「パートナー」や子どもに対する
「親」として、扱ってもらえないことがあること

保険証、パスポート、履歴書などの性
別欄が男女のみであること

結婚や子どもの養子縁組がむずかし
いこと

メディアでからかいや偏見を助長する
ような情報を流すこと

異性愛を前提とした教育を受けること
（性教育、道徳など）

偏見や誤解により、住まいなど契約を
断られること

施設、病院において、自認する性とは
別の扱いを受けることがあること

その他

特にない

わからない

無回答

30.4

23.0
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16.3

14.2

10.0
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6.1
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5.8
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4.8
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図 性的少数者の人々に関する人権上の問題について 

 

「わからない」の割合が

30.9％と最も高く、次いで

「性的少数者について正し

い知識を得る機会がないこ

と」の割合が 30.4％、「学

校や職場でいじめやいやが

らせを受けること」の割合

が 23.0％となっています。 
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施策㉟ 人権尊重を基盤とした取組 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

ＬＧＢＴ※など性的少数者につい

ての理解を促進するとともに、複

合的に困難な状況に置かれてい

る人々が安心して暮らしていけ

るよう、人権尊重の観点から人権

教育や人権啓発を進めていきま

す。 

啓発パンフレットの作成（再掲） 

人権推進課 

広報、パンフレット、市ホーム

ページ等による情報の提供（再

掲） 

人権の尊重に関する講演会、映

画会、パネル展示、セミナー等

の開催（再掲） 

啓発用ＤＶＤの貸出し 

ＬＧＢＴなどに関するセミナー

や啓発パンフレットの作成 

人権尊重の精神を身につけるた

めの道徳教育の実施（再掲） 
学校教育課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ＬＧＢＴ・・・１ページ用語解説参照 
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 基本方針 12 相談業務の充実  

あま市では、女性や子どもに関する相談をはじめ、高齢者や障がい者の権利擁護に関す

る相談、同和問題を抱えた人、外国人の生活相談など、様々な困難を抱える人々への支援

として相談事業を実施しています。しかし、市民意識調査によると、人権問題に関する施

策の認知状況については、「人権相談事業の実施」は 7.4％と、前回調査と同様に、認知

度は低い状況にあります。 

そのため、誰もがこのような相談窓口を身近に感じ、気軽に相談できる環境を整え、広

く相談窓口の周知を図るとともに、相談員の資質の向上に努めていきます。また、各相談

機関との連携を図り、相談内容に応じて、速やかに適切な支援に結びつけることができる

よう、きめ細かな相談支援体制を構築していきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

％

小中学生が作成した人権啓発作品
（書道、ポスター、標語）の展示

「人権ふれあいセンター」の設置

中学生による「人権作文」の発表

人権啓発パンフレット、広報紙の発行

「虐待防止ネットワーク協議会」の設
置

人権ふれあいセンターの「こまりごと
相談」の実施

「人権講演会」の開催

「ハンセン病問題に関する講演会」の
開催

「人権相談事業」の実施

「人権施策推進本部」の設置

人権擁護委員のしごと

人権に関する映画会

「小中学校人権教育研究会」の設置

人権ふれあいセンターにおける小笠
原登博士の遺品、遺稿の展示

同和問題やハンセン病に関するパネ
ル展示

「人権週間特集号」の発行

「要保護児童対策地域協議会」の設
置

その他

特にない

無回答

23.9

23.3

18.2

12.9

12.2

11.6

10.4

10.4

7.4

7.3

6.6

6.0

5.0

4.9

4.4

3.1

2.3

0.9

38.4

7.2

22.9

19.6

19.4

15.8

11.8

15.0

10.8

10.4

7.4

7.3

7.7

7.7

5.5

5.5

4.4

4.1

2.0

0.3

37.3

9.2

0 10 20 30 40 50

図 人権問題に関する施策の認知状況 

 

「特にない」の割合が

38.4％と最も高く、次いで

「小中学生が作成した人権

啓発作品（書道、ポスター、

標語）の展示」の割合が

23.9％、「「人権ふれあいセ

ンター」の設置」の割合が

23.3％となっています。 

平成22年度調査と比較す

ると、大きな差異はみられま

せん。 

資料：人権に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

74.8

52.1

51.2

44.0

42.5

42.4

36.6

36.4

35.8

33.4

32.8

14.3

1.4

3.5

75.0

53.2

49.8

46.9

41.8

0.0

38.4

0.0

30.9

0.0

31.2

11.9

1.1

2.3

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

平成27年度調査（N = 1,285）

平成22年度調査（N = 1,774）
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施策㊱ 相談体制の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

女性や子どもに関する人権問題

をはじめ、高齢者、障がい者、外

国人、同和問題等人権に関わる

様々な問題に対応するため、人権

擁護委員等による身近な相談窓

口や専門家による相談窓口を開

設しています。 

広報、市ホームページ等を利用

した相談開催日の周知 

関係各課 

相談関係機関との連携強化 
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39.5

36.1

33.2

38.2
36.6

37.5

33.7

34.2

35.4

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度

(％)

基本目標５ 生涯を通じた健康支援 

 

 基本方針 13 心とからだの健康づくりへの支援  

生涯にわたって健康で自分らしい生活を送ることは、男女共同参画社会の最も基本的な

条件であり、男女の異なる健康上の問題を社会全体で総合的に支援することが必要です。 

そのため、市民一人ひとりが生涯を通じて健康を保持できるよう、各ライフステージに

応じた各種健診等を充実させ、生活習慣病予防やその他の疾病予防に関する様々な情報提

供・健康相談事業を実施し、男女が主体的に性差に応じた心と体の健康づくりに取り組む

ことを支援します。また、性別や年齢にかかわらず、すべての人がスポーツ活動に取り組

む環境づくりも進めていきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：あま市 法定報告            

国、愛知県 市町村国保特定健康診査・ 

特定保健指導実施状況概況報告書     

 

図 特定健診の受診率の推移 

 

特定健診の受診率の推移は、

平成 24年度 33.2%、平成 25

年度 36.1%、平成 26 年度

39.5%と年々増加傾向となっ

ています。 

愛知県や全国と比較すると、

平成26年度で国より4.1ポイ

ント、愛知県より 1.3ポイント

高い状況となっています。 

33.2

36.1

37.937.536.6

34.2

33.7

30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0

平成24年度 平成25年度 平成26年度

(％)

あま市 愛知県 全国
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施策㊲ 健康増進事業の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

市民が自らの健康について自覚

を深め、継続的で主体的に生涯を

通じて健康づくりに取り組める

よう支援します。 

各種検診・健康診査の実施 

健康推進課 

健康教室の開催 

健康相談の実施 

健康づくりボランティアの活動

支援 

がん予防に関する生活習慣の知

識の普及 

臨床心理士による心の悩みなど

の個別相談の実施 

 

施策㊳ 地域スポーツの推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

スポーツを通した健康づくりを

進めるため、地域で気軽にスポー

ツに親しむための取組を行いま

す。 

気軽に参加できるスポーツイベ

ントの開催 
スポーツ課 

スポーツを推進している団体へ

の支援 
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 基本方針 14 妊娠・出産等に関する健康支援  

妊娠・出産は女性にとって心身ともに大きな変化があり、女性の健康支援にとっても大

きな節目となります。近年の晩婚化の傾向により、出産年齢は上昇傾向にあり、出産に伴

うリスクが大きくなることが懸念されます。 

そのため、安心して子どもを産み育てることができるよう、妊娠・出産・子育てにわた

り切れ目のない支援体制を充実させていきます。 

また、身体の発達とともに子どもの性の早熟化が進んでおり、望まない妊娠や性感染症

に関する適切な予防について的確な判断ができるよう、早い時期からの思春期保健対策を

進めていきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県衛生年報 

 

 

図 出生児の母の年齢階級別割合の推移 

 

全出生児の母の年齢階級割

合の推移は、35 歳以上で増加

傾向となっています。 

 

2.1 1.2 1.2 10.731.0 28.734.9 36.8 33.3 36.91.6 3.2 3.5 4.7 3.61.22.5 10.410.9 11.4 11.1 30.226.328.0 33.820.519.822.618.919.2 005001,0001,5002,0002,5003,000

平成22年 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年

(人)

20歳未満 20～24歳 25～29歳

30～34歳 35～39歳 40歳以上

資料：愛知県衛生年報（各年10月１日現在）
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施策㊴ 母子保健事業の充実 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

妊娠中から健やかな子どもを産

むことができるよう、妊婦健診を

はじめとする支援体制を充実さ

せます。 

 

妊婦健康診査費用の助成 

健康推進課 

産後健康診査費用の助成 

妊娠中の不安の軽減、出産後の

育児に関する悩みの軽減、虐待

の予防を目的とした「こんにち

は赤ちゃん訪問」の実施（再掲） 

妊婦とその夫を対象としたマタ

ニティ教室の開催 

一般不妊治療費の助成 

利用者支援事業の実施 

 

施策㊵ 学校等との連携による思春期保健の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

学校等との連携を図り、男女がお

互いの性と健康について理解し、

尊重しあうことができるよう情

報提供を行います。 

発達段階に応じた適切な性教育

やＨＩＶ/エイズ等の教育の推

進 

学校教育課 

健康推進課 

人権推進課 
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 基本方針 15 女性特有の疾患に対する支援  

女性は、子宮がんや乳がん、更年期障害など、女性特有の疾患を経験する可能性があり、

生涯を通じて男性とは異なる健康上の問題に直面することに留意する必要があります。 

子宮がんや乳がんに罹患する女性は増加傾向にある中、あま市では、子宮頸がん検診、

乳がん検診の受診率は低い状況であり、特に子宮頸がん検診の受診率は県と比較して低い

状況です。がん対策は早期発見・早期治療が最も有効な手段であることから、受診率向上

が課題となっています。 

そのため、子宮がんや乳がんの早期発見・早期治療につなげるため、市民に検診の重要

性を周知し、受診勧奨に努め、受診率向上を目指していく必要があります。 

また、思春期、子育て期、更年期、老年期というライフステージごとの課題に応じた健

康づくりを図ることで、女性が様々な活動に参画できるよう支援していきます。 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：愛知県 健康福祉部 保健医療局健康対策課 

 

 

図 がん検診受診者数及び受診率（平成 26 年度） 

 

大 腸 が ん の 受 診 率 が

21.3％、肺がんの受診率が

18.6％、胃がんの受診率が

15.2％、乳がんの受診率が

11.8％、子宮頸がんの受診率が

9.9％となっています。 

すべての検診受診率が県よ

り低くなっています。 

資料：愛知県 健康福祉部 保健医療局健康対策課
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59 

 

施策㊶ 女性の生涯にわたる健康づくりへの支援 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

女性に特有のがんである子宮が

んや乳がんの早期発見・早期治療

につなげるため、子宮がん・乳が

んに関する適切な知識やがん検

診の必要性について、情報提供、

普及啓発に努め、検診の受診率向

上を目指します。 

節目対象者における子宮頸が

ん、乳がんの無料検診の実施 
健康推進課 

妊娠期の子宮頸がん検診費用の

助成 

女性のライフステージに応じた

健康に関する情報提供 

健康推進課 

人権推進課 
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基本目標６ 暴力の根絶のための基盤づくり 

（あま市ＤＶ防止基本計画） 

 

 基本方針 16 暴力の根絶に向けた意識啓発  

配偶者や恋人など親密なパートナーからの暴力（ＤＶ）による被害の相談件数が全国的

に増加しています。ＤＶは、被害者への重大な人権侵害であり、男女共同参画社会の実現

を図る上で克服すべき重大な課題です。ＤＶ被害者の多くは女性であり、その背景には男

女の不平等な関係や経済力の格差などが存在しています。 

また、セクシュアル・ハラスメント、児童虐待、性暴力、ストーカー等の暴力も、個人

の尊厳を傷つける社会的に許されない行為であり、社会構造の複雑化や性別による固定観

念が引き金となっている場合もあります。 

そのため、これらの暴力を未然に防ぐために、「どのような暴力も絶対に許さない」と

いう意識を徹底させ、加害者にも被害者にもならない意識づくりを推進していきます。 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

 

 

 

図 ＤＶを受けた経験 

 

「たびたびある」と「１～２

度ある」をあわせた“ある”の

割合が 8.7％となっています。 

 

N =

平成27年度調査 1,285

平成22年度調査 1,774

3.0

2.2

7.2

6.5

80.7

83.7

9.1

7.7
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2.23.06.57.2 83.780.7 7.79.1
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02

たびたびある １～２度ある

まったくない 無回答

図 女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク 
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施策㊷ 暴力防止に関する啓発・情報提供の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

男女間のあらゆる暴力を許さな

い社会をつくっていくための啓

発と情報提供を推進します。 

啓発パンフレットの作成 

子育て支援課 

人権推進課 

産業振興課 

ＤＶやセクシュアル・ハラスメ

ントなど女性に対する暴力の根

絶に向けた広報、市ホームペー

ジ等による啓発と情報提供 
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 基本方針 17 犯罪防止に配慮した環境整備  

近年では、都市化、高齢化の進行、人間関係の希薄化や、単身世帯の増加など様々な社

会構造の変化に伴い地域における連帯意識が薄れ、地域社会の犯罪抑止機能の低下が懸念

されています。 

あま市における平成 27年中の犯罪発生件数は 1,009件となっており、近年は横ばい

傾向にあります。また、平成 27年度のあま市不審者情報配信メールの件数は、31件と

なっており、不審者やわいせつ等、主に女性や子どもを狙った犯罪や犯罪の前兆と思われ

る情報も多数寄せられています。 

そのため、犯罪を未然に防止するために、市民一人ひとりが防犯意識を高めるとともに、

地域が連携して犯罪が発生しにくい環境づくりを進めていきます。 

 

 

関連データ 

図 あま市における刑法犯の認知件数（平成 18 年～平成 27 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：安全安心課 

表 あま市の刑法犯認知件数（平成 27 年） 

 凶悪犯 粗暴犯 窃盗犯 知能犯 風俗犯 
その他の 

刑法犯 
合計 

認知件数 

（割合） 

7 

(0.7%) 

47 

(4.7%) 

755 

(74.8%) 

25 

(2.5%) 

4 

(0.4%) 

171 

(16.9%) 

1,009 

(100.0%) 

表 あま市不審者情報配信メールの種類別件数（平成 27 年度） 

 不審者 
わいせつ 

行為 

振り込め 

詐欺 
窃盗 その他 合計 

配信件数 7 5 7 12 0 31 

資料：安全安心課 
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施策㊸ 地域における防犯対策の推進 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

市と市民が連携して犯罪被害に

あわないための活動や犯罪を抑

止する環境整備の充実に努め、犯

罪を起こさせない地域づくりを

進めます。また、防犯意識を高め

るための活動を推進します。 

おはこんあいさつ運動の推進

（再掲） 

安全安心課 

子育て支援課 

防犯啓発プレートの配布 

安全安心課 

自転車防犯パトロールの推進 

青色防犯パトロール団体の設置 

地域防犯灯の設置支援 

広報、市ホームページ、街頭啓

発等による情報提供や啓発活動 

公用車の青色防犯パトロール車

化 

総務課 

安全安心課 
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 基本方針 18 被害者の実情に応じた切れ目のない支援体制の充実  

ＤＶや子ども等の虐待の対応には、発見、相談から一時保護や、自立生活の支援などの

様々な支援が必要で、関係する機関が情報を共有し、連携して取り組む必要があります。 

市民意識調査によると、ＤＶを防止するために必要な事柄については、「被害者のため

の相談機関や保護施設を整備する」が 60.8％と最も多く、被害者救済のための社会資源

が必要とされています。 

そのため、今後は相談機関の周知や情報提供の充実を図るとともに、関係機関が有機的

に連携し、安心して相談できる体制づくりを進めていきます。また、被害からの回復のた

めの取組を進め、関係機関が連携して被害者の救済や自立支援に、きめ細かく対応してい

きます。 

 

 

 

関連データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：男女共同参画に関する市民意識調査（平成 27 年度） 

※平成 22 年度調査には、「家庭で子どもに対し、小さいころから暴力はいけな

いことだと教える」「加害者の更生教室を充実させる」の選択肢はありませ

んでした。 

図 ＤＶを防止するために必要な事柄 

 

「被害者のための相談機関

や保護施設を整備する」の割合

が 60.8％と最も高く、次いで

「家庭で子どもに対し、小さい

ころから暴力はいけないこと

だと教える」の割合が 48.1％、

「ＤＶの取締りを強化する」の

割合が 34.7％となっていま

す。 

％

被害者のための相談機関や保護
施設を整備する

家庭で子どもに対し、小さいころか
ら暴力はいけないことだと教える

ＤＶの取締りを強化する

配偶者暴力相談支援センターを設
置し、被害者の自立を支援する

加害者のための相談窓口を設置す
る

学校や家庭における男女平等につ
いての教育を充実させる

広報紙やパンフレットでＤＶ防止の
啓発を進める

加害者の更生教室を充実させる

その他

わからない

無回答

60.8

48.1

34.7

27.5

23.2

21.2

18.2

17.0

2.1

7.3

5.9

63.5

34.2

33.3

25.1

27.6

2.5

2.8

9.9

6.9

－

－

0 10 20 30 40 50 60 70

74.8

52.1

51.2

44.0

42.5

42.4

36.6

36.4

35.8

33.4

32.8

14.3

1.4

3.5

75.0

53.2

49.8

46.9

41.8

0.0

38.4

0.0

30.9

0.0

31.2

11.9

1.1

2.3

1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

平成27年度調査（N = 1,285）

平成22年度調査（N = 1,774）
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施策㊹ 相談・支援体制の充実と周知 

 

施策の内容 具体的な取組 担当課 

ＤＶや虐待に関する相談窓口を

広く周知し、被害の早期発見に努

めるとともに、関係機関との連携

を充実し、被害者の実情に応じた

切れ目のない支援を行います。 

ＤＶ被害者の安全確保と一時保

護の実施 

子育て支援課 窓口のワンストップ化の推進 

相談員の資質向上 

住民基本台帳の閲覧等に関する

取扱いの周知徹底 
市民課 

リーフレットや広報、市ホーム

ページによる相談窓口等の情報

提供 

高齢福祉課 

社会福祉課 

子育て支援課 

健康推進課 

学校教育課 

人権推進課 

あま市虐待等防止ネットワーク

協議会によるＤＶ被害者支援体

制の充実 
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計画の推進 

 

第４章 

 

 

 

１ 庁内における計画推進体制の充実 

男女共同参画を進める上で、行政の果たす役割は大きく、施策はあらゆる分野にわたる

ため、すべての職員が男女共同参画の視点をもって事業実施に取り組むことが重要です。 

また、全庁あげて男女共同参画を推進するため、「あま市人権施策推進本部」を中心に

関係部局と連絡調整を図りながら整合性をもって各施策に効果的に取り組みます。また、

職員一人ひとりに対しては、男女共同参画に関する研修や男女共同参画の施策を推進する

中で、男女共同参画についての理解の浸透を図ります。 

 

２ 市（行政）、市民、事業者等との連携 

男女共同参画を推進していくためには、市民一人ひとりが自分自身のこととして理解し、

自主的に取り組んでいくとともに、事業所等の主体的な参画が重要です。市（行政）、市

民、事業者等の役割を明確にし、男女共同参画社会の実現に向けて連携を進め、事業の協

働実施等の取組を推進します。 

 

３ 計画推進のための進行管理と評価 

本計画をより実効性のあるものとするためには、施策の効果などを検証・評価し、必要

に応じて実施方法などを見直していくことが重要です。そのために男女共同参画に対する

市民意識調査をおおむね 5 年をめどに実施し、様々な取組に市民の意識を反映し、その

浸透度や施策の効果を検証します。また、本計画に位置づけられる取組については、関連

する部署において１年に１回実施状況を確認し、公表します。さらに、「あま市男女共同

参画審議会」において計画の検討・見直しを行います。 
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４ 数値目標 

 

評価指標 策定時 現状値 
目標値 

平成 33年度 

基本目標１ 男女共同参画の理解の促進 

男女共同参画講演会の参加者数 － 
230人 

（平成 26 年度） 
400人 

【市民意識の変化】 

「男は仕事、女は家庭」という考え方につ

いて「そう思わない」人の割合 

43.3％ 
（平成 22 年度） 

44.2％ 
（平成 27 年度） 

53.0％ 

 

【市民意識の変化】 

日常的な仕事をしない男

性の割合※ 

※前回と設問の選択肢がこ

となるため、今回は「主に

妻が行う」と回答した人の

割合としています。 

 

食事のしたく 
48.3％ 

（平成 22 年度） 

61.3％ 
（平成 27 年度） 

38.0％ 

子どもの世話 
13.5％ 

（平成 22 年度） 

37.3％ 
（平成 27 年度） 

10.0％ 

こんにちは赤ちゃん訪問事業割合 
70.0％ 

（平成 23 年度） 

88.4％ 
（平成 27 年度） 

100.0％ 

【市民意識の変化】  

「自分の周りで子どもを虐待しているの

ではないか」と思ったことがある人の割合 

9.2％ 
（平成 22 年度） 

13.5％ 
（平成 27 年度） 

0.0％ 

基本目標２ 男女平等意識を育てる教育・学習の充実 

幼児期家庭教育講座の定員に対する参加

者率 

70.0％ 
（平成 23 年度） 

100.0％ 
（平成 27 年度） 

80.0％ 

【市民意識の変化】 

家庭生活において「男女の地位が平等であ

る」と思う人の割合 

31.6％ 
（平成 22 年度） 

32.8％ 
（平成 27 年度） 

41.0％ 

人権教育講演会の参加者数 
600 人 

（平成 23 年度） 
800人 

（平成 27 年度） 
800人 

【市民意識の変化】 

学校教育の場において「男女の地位が平等

である」と思う人の割合 

61.4％ 
（平成 22 年度） 

61.2％ 
（平成 27 年度） 

71.0％ 

【市民意識の変化】 

地域社会において「男女の地位が平等であ

る」と思う人の割合 

32.4％ 
（平成 22 年度） 

33.7％ 
（平成 27 年度） 

42.0％ 
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評価指標 策定時 現状値 
目標値 

平成 33年度 

基本目標３ あらゆる分野での男女共同参画の推進（あま市女性活躍推進計画） 

審議会、委員会への女性登用率 
22.4％ 

（平成 24 年度） 
19.3％ 

（平成 28 年度） 
30.0％ 

一般行政職の女性管理職比率 
14.5％ 

（平成 22 年度） 

15.2％ 
（平成 28 年度） 

20.0％ 

あま市女性消防クラブ員数 
25人 

（平成 23 年度） 

25人 
（平成 28 年度） 

100人 

【市民意識の変化】 

女性の人権上の問題として「職場における

差別待遇」と思う人の割合 

46.0％ 
（平成 22 年度） 

46.5％ 
（平成 27 年度） 

36.0％ 

【市民意識の変化】 

女性の人権上の問題として「結婚・出産な

どにより女性が仕事を続けにくい社会環

境」と思う人の割合 

56.1％ 
（平成 22 年度） 

61.4％ 
（平成 27 年度） 

46.0％ 

１歳未満の低年齢児保育が実施可能な保

育園数 
11 施設 

（平成 23 年度） 
12施設 

（平成 27 年度） 
12施設 

延長保育実施保育園数 
12 施設 

（平成 23 年度） 

12施設 
（平成 27 年度） 

12施設 
（継続） 

保育所等利用待機児童数 
０人 

（平成 23 年度） 
０人 

（平成 27 年度） 
０人 

（継続） 

介護予防教室の開催数（一次予防事業） 
186 回 

（平成 23 年度） 
277 300回 

介護予防教室の参加者数（一次予防事業） 
1,974 人 

（平成 23 年度） 
3,945 4,200人 

基本目標４ 様々な困難を抱える人々への支援 

自ら働き、経済的に自活している高齢者の

比率（あま市総合計画） 
87.6％ 

（平成 22 年度） 

85.7％ 
（平成 27 年度） 

88.0％ 

母子家庭等就業相談回数 
月３回 

（平成 23 年度） 

随時開催 
（平成 27 年度） 

随時開催 
（継続） 

【市民意識の変化】 

地域間交流や国際交流への取り組みが満

足と思う割合（あま市総合計画） 

67.6％ 
（平成 22 年度） 

70.7％ 
（平成 28 年度） 

80.0％ 

【市民意識の変化】 

人権相談事業の実施を知っている人の割

合 

7.4％ 
（平成 22 年度） 

7.4％ 
（平成 27 年度） 

17.0％ 
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評価指標 策定時 現状値 
目標値 

平成 33年度 

基本目標５ 生涯を通じた健康支援 

特定健康診査受診率 
30.3％ 

（平成 22 年度） 

39.5％ 
（平成 26 年度） 

65.0％ 

マタニティ教室の参加率 
妊婦 

30.0％ 
（平成 23 年度） 

17.9％ 
（平成 27 年度） 

25.0％ 

夫 
7.0％ 

（平成 23 年度） 
10.1％ 

（平成 27 年度） 
12.0％ 

子宮頸がん検診受診率 
22.9％ 

（平成 22 年度） 
17.4％ 

（平成 27 年度） 
50.0％ 

乳がん検診受診率 
30.1％ 

（平成 22 年度） 

21.8％ 
（平成 27 年度） 

50.0％ 

基本目標６ 暴力の根絶のための基盤づくり（あま市ＤＶ防止基本計画） 

【市民意識の変化】 

「これまでに、ＤＶを受けたことがない」

と答えた人の割合 

80.7％ 
（平成 22 年度） 

83.7％ 
（平成 27 年度） 

80.7％ 
（維持） 

あま市における１年間あたりの犯罪発生

件数 
1,461 件 

（平成 23 年中） 

1,009件 
（平成 27 年度） 

1,000件以下 

【市民意識の変化】 

ＤＶ被害者の相談できなかった理由とし

て「誰（どこ）に相談してよいのかわから

なかったから」と回答した人の割合 

8.3％ 
（平成 22 年度） 

15.1％ 
（平成 27 年度） 

0.0％ 

 


